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秋
田
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
七
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
三
号

秋
田
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
（
令
和
元
年
秋
田
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
旅
客
施
設
）

第
二
条

条
例
第
八
条
の
規
則
で
定
め
る
旅
客
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
客
施
設
の
う
ち
、
乗
降
場
、
待
合
所
そ
の
他
の
当
該
旅
客
施
設
を
利
用
す
る
旅
客
の
用
に
供

す
る
場
所
と
す
る
。

一

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
駅
舎

二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
及

び
停
留
所

三

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
第
七
号
に
規
定
す
る
旅
客
施
設

四

空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
の
敷
地
内
の
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設

（
身
分
証
明
書
）

第
三
条

条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別記様式　身分証明書（第３条関係）

8センチメートル

第 号

身　　分　　証　　明　　書

職　名

　 氏　名

年　　月　　日生

年　　月　　日交付

秋田県知事 印

　　

秋田県受動喫煙防止条例抜粋

表

3センチメートル

写

上記の者は、秋田県受動喫煙防止

条例（令和元年秋田県条例第４号）第

真 １３条第１項の規定により立入検査を

行う職員であることを証明する。

裏

　（報告及び立入検査）

第１３条 知事は、第６条、第８条及び第９条の規定の施行に必要な

限度において、第一種施設又は第二種施設の管理権原者に対し、

当該施設の受動喫煙 を防止するための措 置の実施状況に関し 報

告若しくは資料の提 出を求め、又はその 職員に、当該施設に 立

ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求める

　ことができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明

　書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

6
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

印


